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韓 国に お け る幼児特殊 教育の 現状 と課題

金 珍 煕
＊ ・園山 繁樹
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　本論文で は、韓 国の 幼児特殊教育の 現状 を概観 し、そ の 内容を紹介する とともに、

今後の課題 を検討する こ とを目的 とする 。 韓 国における特殊教 育関連法の 中で 、従来

の 「特殊教育振興法」 が廃止 され、「障害者等 に対す る特殊教育法」 が新 た に制定さ

れ 、 2008年 5 月に施行 され た 。 障害者等に対する特殊教育法に お い て は 、 特に 、特殊

教育の 対象とな る幼児の 義務教育年限を拡大 し、 0歳一一　3歳未満 を無償教育 、 満 3 歳

〜満 5歳 まで を義務教育とする とともに、乳幼児期か ら障害種別 と程度を考慮 し、特

殊教育及 び特殊教育関連サービ ス を提 供 しなければ なら ない こ とが 新た に規定され

た 。 2011年 4 月現在、障害幼児に対 して義務教育を実施するための 教育要件を充足 し

て い る機関数は、特殊学校 155校 、 幼稚 園特殊学級 247学級、幼稚園通常学級 1，ll9学

級 で あ り、障害児専門保育施設 150ヶ所 、 障害児統合保育施設 537ヶ 所、一般保育施設

368ヶ所で あ る 。 しか しなが ら、幼児特殊教育教員免許状所持者の 配属率は低 く、義

務教育対象障害乳幼児に対す る教育お よび保育の 質が 問われ て い る 。 今後、質の 高 い

幼 児特殊教育 を保障す るた め に、義務教育実施機関における特殊学校幼稚園教師免許

状所持者の確保お よび 、 障害幼児担 当教師に対する定期 的な研修の 実施 など 、 教師お

よび保育士の 専門性を強化するこ とが求め られる 。
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ド ：韓国、障害幼児、幼児特殊教育、障害者等に対する特殊教育法

1．はじめに

　韓国にお ける特殊教育関連法の 中で 「障害者

等に 対する特殊教育法 （以下，新法）」が 2007年

5 月に新 た に制定され、2008年 5 月に 施行 され

た 。 従来の 「特殊教育振興法 （以下，旧法）」で

は 、初 ・中等教育を中心に規定 され、障害 の あ

る乳幼児 及び成人の ため の 教育支援 に関す る具

体的な役割の提示が不十分 で あ っ たた め、法律

の 実効性 の 確保が 困難で あ っ た （教育科学技術

部 i〕

，
2008a）。そ こ で 、新法 で は 、 特殊教育の

対象 となる幼児の 義務教育年限 を規定 し、 0 〜

満 3歳未満 を無償教育、満 3 歳〜
満 5 歳まで を

＊ 大邱 大学 校 特殊 教 育 ・リハ ビリテ
ー

シ ョ ン科学研究所
tt 筑 波 大 学人 間 系

義務教育期 間と して拡大する とともに 、 国と地

方自治体は乳幼児期の 特殊教育施策を講 じなけ

れ ば な らな い こ とや 、乳幼児期か ら障害種別と

程度を考慮 し、特殊教育及び特殊教育 関連サ ー

ビ ス を提供 しなけれ ばな らな い こ とが 、 新た に

規定 された 。

　韓 国で は 、 幼児特殊教育に関する用 語 と して 、

0歳〜満 2 歳の 乳幼児及びその 家族の ために提

供さ れる、協働的 ・総合的な特殊教育サ
ービ ス

を 「早期介入」 と呼び、満 3 歳〜満 5 歳の 障害

幼児の 特別 なニ
ーズ を満たすため に提供 される

特殊教育 サービ ス を 「幼児特殊教育」と呼び 、

「障害幼児の 就学前教 育」 は、早期介入 と幼児

特殊教 育 の 両方を含む概念 と し て 用 い られ て い

る （イ
，
2003）。 韓 国にお ける幼児特殊教育は、

一 107一

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



Association of Disability Sciences, Japan

NII-Electronic Library Service

Assoolatlon 　of 　Dlsablllty 　Solenoes 厂　Japan

金 珍 熙 ・園 山 繁樹

満 3 歳〜満 5歳 の 障害幼児を対象に して、特殊

学校幼稚 部 、 幼稚 園課程特殊学校 2’
、 公 ・私立

幼稚園の 特殊学級で 行われて い る 。

　 また、韓国 の 障害児保育に つ い て は 、1991年

に 「乳幼児保育法」が 制定 され た後 、 1997年の

一
部改正 に よ り 「障害児専 門保育施設の 運営基

準」が設け られ、障害児保育へ の 取 り組みが開

始 され た 。 具体 的に は 、 1997年の 「保育指針」

の 施設運営費の 項 目に 、 「障害児専門保育施設

で ない 機関で 障害児学級を編成 ・運営 して い る

場合は 、障害児学級の 運営 に か か る 人件費を支

援す る」 とい っ た、統合保育 に 関連す る項 目が

明示 された （バ ク，1997）。韓国にお ける障害児

保育 は、 0歳〜満 5 歳の 障害乳幼児を対象に 、

「障害児専門保育施設
3
り と 「障害児統 合保育

施設列 で行われて い る 。

　新法制定後韓国で は 、障害乳幼児に対する義

務教育 と無償支援 に つ い て、質 の 高 い 支援 を提

供す るため の 様々 な課題 が残 っ て い る 。 例 えば、

チ ェ
・バ ク

・
イ ・クム （2009） は 、 幼児特殊教

育機 関や保育施設等、様 々 な教育 ・保育機関で

義務教育お よび無償支援を受けて い る 障害乳幼

児に対 して、一
人 ひ と りの ニ ーズ に応 じた保育

プロ グ ラム の 適用 や、障害乳幼児の ための 教育

（保育）課程 の 修正 ・編成等に つ い て 、多 くの

幼 児特 殊教 育関係者 らが 難 しさを感 じて お り、

改善すべ き課題 が多 い こ とが示 され た 。 また、

キム （2011）は、義務教育と無償支援 の 対象で

あ る障害乳幼児が利用す る保育施設 に つ い て 、

特殊学校幼稚 園教 師免許状 を所持す る教員の 確

保 お よび 、 障害児保育に 関す る保育士 の 専門性

向上 が 急務で ある と指摘 した 。

　 そ こ で、本論文で は、日本の 障害児保育 とは

実施形態等様 々 な点にお い て異な っ て い る韓国

の 幼児特殊教育の 現状 を概観 し、そ の 内容 を紹

介する とともに 、 今後の 課題 を検討する こ とを

目的 とす る 。 その た め、資料 とし て 、幼児特殊

教育 と障害児保育に関す る学術論文及び特殊教

育 に関す る法律等を分析対象と した 。

皿．韓国の幼児特殊教育 の発展経緯

　韓国にお ける特殊教育自体は 、 1977年に旧法

が制定 された こ とに よ っ て 、特殊教育機関数が

大 き く増 え、特殊教 育の 対象となる幼児 ・児

童 ・生徒数 も大 きく増加 した 。 また 、 旧法の 施

行 に よ り、 国 ・公立特殊教育機関に就学す る者

と私立特殊教育機関の 義務教育課程に就学する

者が無償 教育 を受 ける ように な っ た。 さ らに、

私立特殊学校の 運 営費、施設費、実験 ・実習費、

教員の 給料等 、 特殊教育に必要な経費の 国庫補

助を提供するこ とに よっ て、特殊教育の公的責

任 の 時代が 開 か れ る よ うに な っ た （キ ム
，

2010）。

　障害乳幼 児に関す る規定は、1994年の 旧法全

文改正 に よ り初め て定 め られ、障害乳幼児に対

する幼稚園 課程 の教育を促進す るた め に 、 早期

発見や、教員養成、教育施設 ・設備 の 拡充など 、

幼児特殊教育に必要な施策 を講 じなけれ ばな ら

ない こ とが 規定 され 、無償の 幼児特殊教育実現

の ため の 法的基礎が設けられ た （イ ・カ ン ・チ

ョ ，1999）。 それ を契機に 、 韓国における幼児特

殊教育の 量 的な発展が 図 られ る よ うにな っ た 。

　そ して 、 1997年 には 、 幼稚 園課程のみ を運営

す る 「幼児特殊学校」の 名称で 、「幼稚園課程

特殊学校 を設立 する ため の 基準」が 定め られた 。

こ れ を契機に、幼稚園課程特殊学校の 新設及び

既存の私設早期教室が幼稚園課程特殊学校へ と

改称 ・認可 され 、 2003年 には全国 11の 幼稚園課

程特殊学校が運営 され る よ うにな っ た 。 そ こで 、

1997年に は 4 つ の 幼稚 園に 5 つ の 特殊学級が設

置 され、30名 の 発達遅滞児が 就園 して い た が 、

2003年に は72の 幼稚園 に 84の 特殊学級が 設置 さ

れ 、 339名の 発達遅滞児が教育 を受 ける ように

な っ た （教育人的資源部 ，
2003）。 また、 5名以

上の 障害幼児が在園 して い る通常の 幼稚園に特

殊学級設置 を認可 し、 人件費 と運営費を支援す

る政策が実施 される など、特殊学級の設置を奨

励す る こ とに よ っ て 、障害幼児の 無償教育の 拡

充が 図 られた （イ，2003）。

　 ア メ リ カ 合衆 国で は 、 1969年の 「政府か らの

100万 ドル 資金」を用 い
、 24の モ デ ル プ ロ グ ラ

ム が 開発 され、600以 上 の モ デ ル プ ロ グラ ム へ

一108一

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



Association of Disability Sciences, Japan

NII-Electronic Library Service

Assoolatlon 　of 　Dlsablllty 　Solenoes 厂　Japan

韓国に お け る幼児特殊教育の 現 状 と課題

国

国

標 準 保 育 課 程

　 の 理 解

保育 プ ロ グ ラ ム

　 　 の 理 解

保 育 活 動 の

　 計 画

保育活動 の

　 実 行

● ●

障 害 幼 児 の

診 断 ・評 価

　個 別 化教 育

プ ロ グ ラ ム 開 発

障害幼児 の

保育活動

修 正 ・計 画

保 育課程修 正

　 　 十

個 別化指導

国

鹵

Fig．1　障害児保育プ ロ グ ラ ム の 運営手続 き （保健福祉家族 部，2008）

と拡散されて きた （イ，2000）。 しか し、韓国の

場合 は、1994年に満 3 歳〜満 5 歳の 障害幼児の

ため の 無償教育が 立 法化 さ れ た に も関 わ らず 、

そ れ を活性化する ため の モ デ ル プ ロ グ ラ ム の 運

営 は行わ れず、消極的な政策下で 幼稚 園課程特

殊学校の 認可 と設立 に取 り組ん で きたため、幼

児特殊教育の モ デ ル プ ロ グ ラム を運営する ため

の 財政 の確保が先決課題 とな っ て い た。

　韓国の 幼児特殊教育は新法制定によ り、 障害

乳幼児へ の 統合教育お よび統合保育の 法的根拠

が さ ら に 明確にな り、幼稚園特殊学級や幼稚園

課程特殊学校以外の 保育施設に お い て も、 障害

乳幼児 に統合保育を行 う際に は、「乳幼 児保 育

法」第29条及 び 「同法施行規則」第30条に規定

された 「標準保育課程」に基づ い て 、 障害児保

育プ ロ グ ラ ム を運営す る よ う、「障害児保 育プ

ロ グ ラ ム 運営マ ニ ュ ア ル 」が開発され た （保健

福祉家族部 5〕

，
2008）。「障害児保育 プ ロ グ ラ ム

運 営手続 き」 は 、 Fig．1に示 した よ うに 、

一
般

保育プ ロ グ ラ ム とは異なる プ ロ セ ス に よ っ て 実

施 され なけれ ばな らない 。 例えば、障害児保 育

プ ロ グ ラ ム の 運営手続 きは、一般的な保育課程

の 修正 と個 別 化指導の 2 つ の 原理 に 基 づ き、

個 々 の 障害幼児 の 活動参加及び相互作用 を促 進

す るため に 、 保育活動や 日課 を修正 し 、 障害幼

児 の個別 目標 を通常の 保育活動 の 中に どの よ う

に埋 め込 むか に関す る段階別手続きが用 い られ

る 。

　教育科学技術部が発表 した 「2011年度特殊教

育運営計画」 （教育科学技術部，2010）で は 、 障

害乳幼児 へ の 無償教育 の 支援計画と して 、  障

害乳幼児 の 無償教育の 導入に 関す る広報及び実

態調査、  障害乳幼児 の 教育実施の ため の 様 々

な支援 シス テ ム 開発、  障害乳幼児 の 無償教育

実施 に関す る教育及び研修の 実施、  障害乳幼

児教育に 関する随時相談お よび無償教育支援体

制の 導入、が推進 され て い る。そ して、障害乳

幼児へ の 無償 ・義務教育範囲の 拡大 に よ り、国

と地方 自治体は特殊教育対象幼児へ の 義務教育

の ため に、入学金 、 授業料 、 教科用 図書費、及

び給食費を支出する こ ととな り、 他 に学校運営

支援費 、 通学費、 体験学習費等 も予算の 範 囲内

で補助する こ とが 可能に な っ た。

　以 上、韓 国にお ける幼児特殊教育 の 歴史は短

い が 、特 に ア メ リカ合衆国の 理 論と実践原理の

導入 を中心 に発展 し、 1990年代後半か らの 量的

拡大 と と もに、新法制定に よ り、質的向上が 進

め られ て い る。

皿．韓国 における特殊教育対象乳幼児の現況

　20ユ1年 4月現在 、 新法制定に よ り特殊教育対

象と なる障害種別は Table　lに 示 した 10の 障害 の

他 に、大統領令 の 定め に よ る 障害が 含まれ る。

201ユ年特殊教育年次報告書に よ る と、2011年 4

月現在 、 幼児特殊教育お よび統合教育 を受けて

い る 障害乳幼児 は 3
，
723名 （満 3 歳未満356名 、
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Table　t　特殊教育対象幼児
・児童 ・

生徒の 現況 201ユ年 4月現 在 （入）

通 常学校

区分
特 殊

学 校
特殊

学校

　通常学級

（全 日制統 合）

特殊教 育

　支援

セ ン ター
計

特殊教育対象児童 ・生 徒数 24，58043 ，183 ユ4．741 161 82，665
尸

視覚障害 1，495 344 466 上0 2β15

聴覚障害 1，153 916 1，597 10 3β76

精神 遅滞 15β1925 ，498 3，789 26 45，132

肢 体 障 害 3β71 4ρ79 3，211 66 10，727

情緒 ・行動障害 429 1，766 622 一 2β17
障

害

種

別

自閉性障害 ／，917 4，312 580 一 6，809

コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン 障 害 86 790 749 6 1，631

学 習 障害 20 4，188 1β98
一 5β06

健康障害 35 472 1，722
一 2，229

発達遅滞 255 818 607 43 1，723

児

童

　・

生

徒

数

計 24，58043 ，183 ユ4，741 161 82，665

乳幼児 （満 3歳 未満） ．
＼
195∴

一 一
昏
16均 ⊂ 、356

’
．

幼
稚
園

幼稚園課程

特殊 学 校

特殊学校

幼稚部

幼 稚園

特殊学級

幼稚 園

通常学級
冖

　　厂尸・
　 　 　 f  ’

∴亀3β7・、
．’

　　 ・含1r ド．．　　　　早阿广 、＼57島 ゆ24 广
、1β60 £課

程

別

初等学校 7，115　 　 22，4工4 5，595 一 35，124

中学校 6ρ7911qg51 3，478 一 2α508
学
齢
期
以
降

高 等学 校 7，553 8，878 4ρ08 一 20，439

（専攻科〉 2，855 16 一 一 2β71

計 24，580 43，183 14，74工 161 8恥65∴・

6ρ80 6598
187学校 お よび セ ン ター数 155

9，664
10，006

学級数 3，842 8，415 13．679 41 25，977

特殊学校 （級 ）教 員 数 7，G54 8，658
一 222 15，934

特殊教育補助員配置数 2，294 5，930 7工2   8，936

山 典・：特殊教 育年次報告書 （教 育科学技 術部，2011a ）

幼児3，367名）で あ り、満 3 歳未満356名 の うち、

特殊教育 支援セ ン ター G｝ か ら支援を受けて い る

乳幼児161名の うち64名 は 、 家庭 ・病 院 ・施設

等で 巡 回教育を受 けて い る （Table　l）。 2011年

4 月現在 、 家庭 ・施設 ・病院 ・学校等へ 巡 回 、

派遣 の 形 態で 実施 され る巡 回教育 は、228 の 特

殊学級 997名、 426 の 特殊学級 1
，
963名、特殊教

育 支援 セ ン タ
ー4，130名 を対 象 に実施 され て い

る。 巡回 教育を担当 して い る教 師は 、 特殊学校

240名、特殊学級520名、特殊教育支援 セ ン タ
ー

676 名 で 1
，
436 名 で あ る （教育科 学技 術 部 ，

20Ua ）。

　また、保 育統計 （保健家族部 ，
2011）に よれ

ば、2010年 12月現在 、 障害児保育機 関の 現況は、

Table　2に示 した よ うに 、 政府支援 の 「障害児専

門保育施設」で保育を受 けて い る 障害幼児 は 、

全国ユ66 ヶ 所 に 6
，
137名で あ り、808の 障害児統

合保 育施設 3，476名 、

一
般保育施設5，314名で 、

計 14，927名 で ある （Table　2）。 障害児専門保育

施設全体の 定員充足率 は76．5％で 、 2008年度の

77．1％ よ り若干減少 して お り、 年 々 低充足率 に

よる財政問題 を解決するた め 、2003年度よ り障

害児専門保育施設の 定員20％以内まで 定型発達

幼 児 を受 け入れ る こ とが 可 能 とな り、現 在は
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Table 　2　障害児保育施設 の 現況 20⊥012．3ユ．現イri（単位 ：箇所，名 ）

区分
設立 主体

民 間保育施設

計
国 ・公立

保育施設

　 法人

保育施設 i法人外
i

民間

個人

　 家庭

保 育施設

施設数 166 31 100 5 28 2

児童定員 8つ24 1．181 5456 254 1つ93 40

障害児在籍数 6ユ37 953 4062 201 882 39
障害児

専 門

保育

施設

　障害児学級

保育士 ・特殊教

育教諭 ・治療士

2，530 397 1，674 79 367 13

施設数 808 453 45 42 227 41

児童定員 71，92943477 5ρ17 3，578 玉9ρ81 776

障害肥在籍数 3，476 ．2ρ68 199． 195 ， 904 110
障害児

統合

保育

施設

　障害児学級

保育士 ・特殊教

育教諭 ・治療士

1ユ95 741 67 65 291 3主

出典 ：保 育統 訓　（保健福祉 部，2011）

30％ まで 増加 した （チ ョ
，
2009）。

　 しか し、2010年12月現在 、 O −・6ue に 登録 さ

れて い る3，208，
694名 （保健福祉部，2011） の 中

で、障害乳幼児 と推定され る人 口は 、 障害乳幼

児の 出現率を 2 ％ （キ ム ・イ ・ユ ・ソ ン
，
2007）

と考 えれば約 64，
174名で あ ろ う。 新法制定後 、

以 前に 比 べ 障害乳幼児が 幼児特殊教育機関や幼

稚 園 、 保育施設等 で 教育 ・保育 を受ける機会が

増 えて きて い る もの の、実際 に幼児特 殊教育機

関や 障害児専門保育施設等で教育
・
保育を受 け

て い る障害乳幼児 は 、 幼児特殊教育機 関お よび

幼稚 園 （計 3，723名）、 保育施設 （計 14
，927名〉

を合 わ せ る と18，650名で 、 64，174名 の 29．1％程

度 （幼児特殊教育機 関1．5％、通常 の 幼稚 園4％、

障害児專門保育施設9．6％、障害児統合保育施

設 5．4％、特殊教育支援 セ ン ターO．3％ 、一
般保

育施 設 8．3％） に と ど まっ て い る （教育科 学技

術部，2011a；保健福祉部，2011）。

　2011年特殊教育統計 （教育科学技術吝ll，2011b）

に よれ ば、2011年 4 月現在、幼稚園全 日制統合

教育を受けて い る幼児は、幼児特殊教育対象者

3
，
367名 の 49，3％ （1660名）、 時間制統 合教 育は

27．4％ （924名）で 、 合 わせ て 76．7％が統合教育

環境で 教育 を受 けて い る 。 イ ・チ ェ （2004） の

幼稚 園特殊学級 の 運営体制 に 関す る調査結果 に

よれば、時間制統合 が48，3％で 最 も多 く、全 日

制統合29．3％ 、 通級 に よる指導 1．7％で あ っ た 。

こ の こ とか ら、初等学校 ア ｝
の 全 日制統合教育対

象児 童数 は、初等学校特殊教育対象者数35
，
124

名の 15．9％ （5，595名）、時間制統合教育対象児

童数 は 63．8％ （22，414名）、 中学校 の 全 日制統合

教育対象生徒数 は、中学校特殊教 育対象者 数

20，508名の ユ7％ （3，478名）、時問制統合教育対

象生 徒数 は 53．4％ （10，
951名）に比 べ 、幼児期

の 方が全 日制統合教育 の 比 率 が 高 い と い える 。

こ の よ うに 、 新法制定に よ る 幼児特殊教育対象

児 に対す る義務教育規定の 影響で 、障害乳幼児

が統合教育お よび保育 を受 ける機 会が増 えつ つ

ある 。

　新法施行令第 15条 で は 、 幼稚 園課程 の 義務教

育 を実施 する た め の 保育施設 の 要件に つ い て 、

  「乳幼児保育法」 に よる評価認定を受け、  

障害乳幼児 を担 当す る保育士が 3名以上の 場合

は、保育士 3 名の うち特殊学校幼稚園教師免 許

状所持者 1 名を必ず配置す る こ とが規定され て

い る 。 2011年 4 月現在 、 障害幼児 に対 して 義務
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教育 を実施する ため の 教育要件を充足 して い る

機 関数 は、特殊学校幼稚 部155校、幼稚園特殊

学級247学級 、 幼稚園通常学級 1
，
ll9学級 で あ り、

障害児専門保育施設 150 ヶ 所 、 障害児統合保育

施設537 ヶ 所 、

一
般保育施設368ヶ所で ある　（保

健福祉部，2011）。 こ の こ とか ら、障害乳幼児に

対 する義務教育施行が 定着する よ うに なれば、

幼稚園通常学級や 、 障害児統合保 育施設お よ び

一
般保育施設で統合教育お よび統合保育を受け

る 障害乳幼児の 割合が よ り高くな る と予測 され

る 。

　 しか し、満 3歳未満の 無償教育と満 3 〜 5歳

の 義務教育で 、 幼児特殊教育機関 と保育施設等、

障害乳幼児の 教育お よび保育を受ける機関の 選

択範囲は広が っ た もの の 、 2008年特殊教 育年次

報告書に も指摘 されたように 、 特殊教育教師の

不足現 象 （教育科学技術部 ，
　2008b）は 、障害乳

幼児の 幼児特殊教育お よび統合教 育 の 質的保障

を妨げる主 要要 因 とな っ て い る 。 ユ ・ジ ョ ン

（2011） は 「イシ ュ
ーと論点」第310号で 特殊教

育の 現況 と問題点につ い て 、 全国公立特殊学校

教員 の 法 的定員は 16
，
264名で ある もの の 、実際

に任用 されて い る教員は 9
，
182名 （56．5％） に と

どまっ てお り、通常学校の 特殊学級で は教師 1

人当た りの 児童生徒数が 5 名を超 えて い る現状

で ある ため 、 特殊教育対象者の教育権を侵害 さ

れ て い る と述 べ て い る 。
バ ク ・カ ン ・ク ォ ン ・

キ ム ・キム ・ペ ク （20U ）に よれ ば、1，478名

の幼児特殊教育関係者や保護者等 を対象に、幼

児特殊教育対象児に対する義務教育の 施行 に当

た っ て の 優先課題 を質問紙調査 した結果、回答

者の 46％ が 、義務教育実施機関に特殊学校幼稚

園教師免許状所持者 を配置す るこ とで ある と回

答 した 。 また、私立幼稚園や保育施設で幼児特

殊教育対象児を教育 ・保育す る際 に最 も難 しい

こ と と して 、 幼児特殊教育担当教師の不足 が挙

げられた 。

N ．新法を中心 とした特殊教育に関連する法令

　韓 国における特殊教育は、新法の 他に 、 憲法 、

教育基本法 、 幼児教育法、幼児教育法施行令 、

初 ・中等教育法、初 ・中等教育法施行令 、 障害

者等 に対する特殊教育法施行令 ・施行規則、特

殊学校施設 ・設備基準令 、 特殊教育担当教員及

び教育専門職人事管理 基準、障害者差別禁止及

び権利救済等に関する法律 、 等の 関連法令の定

め に よ り実施 されて い る 。 Table　3は 旧法と新法

の 比較 を示 した。新法で は、Table　3に 示 した よ

うに、  幼 ・高等教育が無償教育か ら義務教育

に改正 、   3歳未満 の 障害乳幼児に対す る無償

教育の 実施 、   大学内に障害学生支援セ ン タ
ー

を設置 し学習支援 を行 う、  障害者 の 生涯教育

を行 う、  特殊教育実態調査を 3 年ご とに実施

する、  特殊学級 設置基準の 改訂、  特殊教育

支援 セ ン タ
ー設置運営の 根拠の 設定 、   治療教

育の条項 を削除 し、 治療 ・支援等を関連サ ービ

ス に含め る こ とな どが規定された （教育人 的資

源部 ，
2007）。

　障害乳幼児の 無償教育支援に関 して は 、 旧法

で は規定がなか っ たが、新法第 3 条で は 、 特殊

教 育対象幼児 ・
児童 ・生徒 の 幼 ・初等 ・中 ・高

等学校にお ける全課程の 無償教育 ・義務教育が

規定 され 、 満 3歳未満の 障害乳幼児に対 して は 、

早期発見 ・診断 の ため の ス ク リーニ ン グ の 実施

及び無償教育 の 提供が規定され た 。 2011年 4 月

現在 、 無償教育を受けて い る満 3 歳未満 の 障害

乳幼児は 161名、特殊学校の 乳幼児学級 195名で

ある （教育科学技術 部，2011a）。

　旧法施行令第ユ3条第 2項 には、特殊学級の 設

置基準が示 され 、 特殊教育対象者 1名〜12名以

下 である学校 で は 1 学級 を設置する こ とが 規定

されて い たが、新法第25条で は、幼稚 園は 1 名

〜 4 名 で 1学級 、 初等学校は 1 名〜 6 名で 1学

級、高等学校は 1 名〜 7 名で 1 学級 を設置する

こ ととし、そ の 人数 を超過 した時に は 2 学級以

上 を設置す る こ とが規定 され、特殊教育対象児

個人の 特性 と能力 に基づ く個別化教育が 効率 的

に実施 される 基盤が 設け られた 。

　こ れ まで特殊教育教師の 配置基準 は特殊学校

に 対 して の み規定され、特殊学級や通常学級 に

在籍す る特殊教育対象児に対す る特殊教育教師

の 配置は困難であ っ た 。

一
方 、 新法第 27条 第 3
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Table　3　 「特殊教育振興法」 と 「障害者等に対する特殊教育法」 の 比較

主要 内容 特殊教育振興 法 （旧 法） 障害者等 に 対す る 特殊教育法 （新法）

義務教育の 年限

＊義務教育等 ：第5条
●初等 ・中学校 ：義務教育

●幼 ・高等学校：無償教育

＊ 義務教育等 ：第 3条
●幼

・
初等

・
中

・
高等：義務教育

障害乳幼児教育 規定な し

＊ 義務教育等 （第 3条）

＊ 障 害の 早期 発 見等 （第 14条）

● 3歳未満の 障害乳幼児 ：無償教育

高等教育 規定なし

＊ 障 害学 生 支援 セ ン ター （第 30条）

●大 学内に 障害学生支援 セ ン タ
ー
設立

●学習支援 の 根拠 を設ける

生 涯教育 規 定な し
＊障害者 の 生 涯教育課程 （第 33条）

● 障害者 の 生涯教育へ の 支援 の 根拠 を設ける

特殊教育実 態調 査
＊ 特殊教育実態調査 （第9 条〉

● 5年 ご とに実施

＊ 特殊教 育実態調 査 （第 13条）

● 3年 ご とに 実施

特殊学級設置基 準
＊ 施行令規定

● 1〜12人 の 場合、ユ学級設 置

＊ 特殊学校の 学級及 び特殊学級の 設置基 準

　 （第 25条〉

●幼稚園 ： 1〜4人

● 初等 ： 1〜6人
● 高 等学 校 ： 1〜7人 の 場合、1学級設置

●超 過 時 2 学級 以 上設置

特殊教育支援

　 セ ン ター 規定なし

＊特殊教育支援 セ ン ター
の 設 置

・運 営

　 （第 11条）

● 特殊 教 育 支 援 セ ン タ
ー

設 置 運 営 の 根拠 を設 け る

治療教育

＊ 治療教育等 （第18・19条）

●特殊学校及 び 特殊学級 に治療

教育担当教員を配置する

＊ 関連サ ービス （第 28条）

●治療教育の 条項 を削除 し、 治療
・
支援等を 関連

サービ ス に含め る

出典 ：特殊教育年 次報告書 （教育人 的資源 部，2007）

項で は 、「特殊教育教師の 配置は、児童 ・生 徒

4 名当た り 1名 とする」こ とが規定され て い る 。

た だ し、都市
・農村 ・漁村 ・山村の 均衡的 な発

展、及び特殊教育支援セ ン タ
ーの 運営状況 と特

殊教 育対 象児 の 地域 別分布等を考慮 し 、 特別

市 ・広域市 ・道 ・特別 自治道
S ｝で は教育科学技

術部長官が 教員 を配置 し、学校
・学級別 に は教

育監 または教育長 9） が 配置基準の 40％範 囲内で

教員を配置する こ とがで きる とされ て い る 。

　新法第11条で は 、 教 育監 ’°） は特殊教育の 対象

となる幼児 ・児童 ・生徒の 早期発見、診断 ・評

価 、 情報管理 、特殊教 育研修、教授 ・学習活動

の 支援、特殊教育関連サ
ービス 支援、巡 回教育

等を担当す る特殊教育支援セ ン タ
ーを、 全国の

市 ・道教育行政機 関別に設置 ・運 営する こ とと

され た 。 新法制定以前 は180ヶ 所の 市 ・郡 ・区

教育庁 11） に 臨時設置 ・運営されて い た特殊教育

支援セ ン タ ーが、新法制定 に よ り2011年 4 月現

在、全 国ユ87ヶ 所 の 特殊教育支援 セ ン タ
ーを設

置 ・運営 し、地域別の 特殊教育支援体制が構築

され 、 多様なサ ービス を円滑に提供す る こ とが

で きる ように な っ た 。 なお 、全国特殊教育支援

セ ン タ
ー内の 専門家とし て 、特殊教育教師56ユ

名、 リハ ビ リ
・福 祉 ・治療教育教 師140名 、 そ

の 他の 教師 8 名 、

一般 職21名 、 補助員等702名

で 、 特殊教育分野 の 専 門家 1
，
432名が 配置され

て い る 。

　また、新法制定に よ り、治療教育制度が廃止

され、2008年に改訂され た特殊学校教育課程の

順次的な適用 を考慮 し、理学療法、作業療法等

の 治療的な支援 を2009年か ら年次的に提供する

こ とに な っ た 。 そ こ で 、 2009年 には幼稚園課程

と初等学校 1 〜 2 年生、2010年に は初等学校 3

〜 4 年生 と中学校 1 年生、2011年に は初等学校

5 〜 6年生 と中学校 2 年生、ならびに高校 1 年

生 、2012年 に は 中学校 3 年生 と高校 2 年生 、
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2013年に は高校 3 年生の 特殊教育対象児に提供

す る こ ととな っ た。

　新法第 2 条で は、特殊教育関連 サ
ー

ビ ス は、

特殊教育対象児の 教育を効率 的に実施する ため

に必要 な人的 ・物的資源 を提供するサ
ービスで

あ り、相談支援 ・家族支援 ・治療 支援 ・補助者

支援 ・補助工 学機支援 ・学習補助機支援 ・通学

支援及 び情報ア ク セ ス 支援な どを含め る と明記

されて い る 。 新法第28条で は 、 教育監 は特殊教

育対象児 に 対する家族支援 、治療支援、補助者

の 提供、障害者用の 教材 ・教具、各種学習補助

機器 、 補助工 学機器等の 設備な どを提供 し 、 通

学 バ ス の 支援 、通学 費の 支援、通 学補助者の 支

援 など、総合支援対 策を設 ける よ う規定 されて

い る 。 また 、 歩行訓練等 、 特定の 障害の ある幼

児 ・児童 に必要 な特殊教育 関連サ
ービス にお い

て も、 障害種別 と程度に よ っ て 、 歩行 訓練 士

等の 専 門家に よる専 門的 な関連サ ービ ス が 提 供

される こ ととな っ た。

　新法制定以 前は 障害を発 見 し、教育機 関を探

すの は保護者の 責任で あ り、 3歳未満の 場合 は、

障害があ っ て も私設治療機 関で 教育を受ける こ

とが 多か っ た 。 しか し、新法第14条で は、教育

長 ・教育監 は、乳幼児の 障害の有無を早期に発

見するた め に 、 地方 自治体、保健所、及び病 院

間の 緊密 な協力体制を構築 しなければならな い

こ とが 規定 され て い る、新 法第 16条で は 、 特殊

教育支援 セ ン タ
ー

は、診断 ・評価が 回付 され た

後 、 30日以 内に診断 ・評価 を実施 し、教育長 ・

教育監は、特殊教育支援セ ン タ
ーよ り通報され

た最終意見 に基づ い て 、 2 週以 内に特殊教育対

象児 と して の 選定及び 教 育支援内容 を決定 し、

書面によ り保護者に通知する よ う規定されて い

る 。

V ．韓国の 大学 に おける幼児特殊教育科の 設立

　 と関連学会

　2011年 9 月現在 、 特殊教 育教員養 成大学は全

国で 39校 （定員 1，786名） （内、幼児特殊教育教

員養成課程 を設置 して い る大学は 8 校）で あ り、

特殊教育大学院は 3 校 （定員 255名）、 特殊教育

関連専攻を設置 して い る教育大学院は 40校 （重

複除外）で ある （教育科学技術部，2011b）。 特

殊教育教師免許状 は 、 特殊教育教員養成大学を

卒業す る場合及 び一般教員免許状 を所持 し、か

つ 教育大学 院や教育科学技術部長官が指定する

大学院で 特殊教育を専攻 し、修士 学位 を取得 し

た場合に付与され る 。

　 Fig．2 に は 、 韓 国の 幼児特殊教育教 師養成大

学の 中で規模の大 きい 大学で ある大邱大学校幼

児特殊教育科の 科 目履修体系図 を示 した 。 幼児

特 殊教育科 で は 150単位以上 を卒業単位 と し、

教職科 目にお い て必要な単位を取得すれ ば 、 卒

業 と と もに 特殊学校幼稚 園教 師 2 級正 教 師資

格が 取得で きる 。 卒業後 の 進路 と して は、特殊

学校幼稚部，幼児特殊学校，幼稚園の特殊学級

（時間制統合）、 障害児専 門保育施設と統合保育

施設 の特殊教師、及び 障害者関連施設な どで勤

務する こ とが で きる 。 その 具体的な履修科 目の

内容は Fig．2 の 通 りで ある 。 しか し、韓国で は

特殊教育教師養成大学お よび幼児特殊教育教 師

養成大学で 、

一
般中学校教師や幼稚園教師の よ

うな基礎免許状 を取得す るた め の 複数専攻 シ ス

テ ム は整 っ て い な い ため 、 卒業後の 進路 として

通常学校や幼稚園等の 統合教育担当教師へ の 道

を選択する こ とは で きな い 。

　
一
方、韓国の 幼児特殊教育 に関す る主要学会

と し て 、「韓 国幼児特殊教育学会」が ある 。 本

学会創立 の 背景に は 、 韓 国にお ける障害幼児の

治療 と教育に 関す る研 究、及び会員資質の 向上

と障害幼児 の 統合保育 の 発展の ため に 、1996年

9 月に韓 国児童学会内に 「幼児特殊教育研究会」

が 発足 し、1997年 1 月22 日に第 1 回の 研究発表

会が行わ れた こ とが 契機 とな っ て い る 。 上記学

会 には幼児教育関連者 、 発達心理学者、幼稚園

教師、幼児特殊教育教師、治療士、児童福祉士

等 、 幼児治療教育に協力する専門家が登録 され

て い る 。 学会機関誌 と して 「韓国幼児特殊教育

研 究」が 年 4 回刊行 され 、 2001年 に創刊号が 出

刊され た 。 「韓 国幼児特殊教育研 究」 は障害乳

幼児 とそ の 家族の ため の 教育 ・福祉 ・政策に関

連する理 論と実際に関す る 内容 を扱 い 、主 に ア
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発 達 遅 滞 乳 幼 児 教 青 課 程 障 害 児 診 断
・

評 価

摂 食 及 び 身辺 処 理 指 導 　 　 発 達 遅 滞 幼 揚 生

択

養

目

選

教

科

2 − 2

靉縷鯲 懇 鼕靉 蒙驫 脳 性 ま ひ 幼 児 言 語 及 び 動 作 訓 練

幼 児 動 作 教 育

幼 児 特 殊 教 育 閃 連 サ
ー

ビ ス

3 一ユ

3 − 2

4 − 1

幼 児 科 学 教 育

幼 児 音 楽 教 育

薐韈 靉軈 藩懸 鑾钁韆 繽 寡鞠 繋
　 　 　 　 　 視 覚 障 害 児 教 育

　 　 　 注 意 欠 陥 ／多 動 性 障 害 指 導

幼 児 健 康 教 育

幼 児 社 会 教 育

　 発 達 遅 滞 幼 児 の 言 語 介 入 法

　 発 達 遅 滞 幼 児 の 統 合 教 育

乳 幼 児 発 達 遅 滞 の 判 定 及 び 評 価

幼 児 美 術 教 育 発 達 遅 滞 幼 児 教 育 課 程

幼 児 特 殊 教 材 研 究 ・指 導 法

特 殊 教 育 工 学 彳〕動 支 援 及 び 機 能 分 折

轆 鑿雛i靉驚 蘿 覊 讌 鬻 議蠡縫麟 叢 妻黛靉 耄灘 鸚 懿 縮靉苳驫 灘i：

4 − 2

幼 児 数 学 教 育 模 擬 授 業 実 習 発 達 浬 滞 乳 児 個 別 指 導

発 達 遅 滞 幼 児 教 育 研 究 法 幼 児 特 殊 教 育 セ ミ ナ
ー

幼 児 特 殊 教 育 論 理 及 び 論 述

鑢 襲鱗懿 港 選 択 科 目
発 達 遅 滞 幼 児 学 級 及 び 学 校 運 営

　　　　Fig．2　大邱大学校 幼児特殊教育科 の 科 目履修体系図

出典 ：大邱大学校 の 幼児特殊教育科 ホ
ー

ム ペ ー
ジ （2011年 12月 閲覧）
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メ リ カ合衆国の 幼児特殊教育分科会 （DEC ；Di−

vision 　for　Early　Childhood）の 研究動向と類似 し

たテ
ー

マ が掲載 される傾向 にある。

　 2009年に は正会員 130名で あ っ た が、2011年

12月現在、 正 会員97名で 減少傾 向にあ る 。 正

会員減少 の 原因 として考え られ る の は、韓国特

殊教育学会の 下 に 6 つ の 分科会 とし て 、韓国学

習障害学会 、 韓 国肢体不 自由児教 育学会 、 韓 国

幼児特殊教育学会 、 韓 国知的障害教育学会、韓

国視覚障害教育 リハ ビ リテ
ーシ ョ ン 学会、韓 国

聴覚言語 障害教育学会が あ り、また韓国特殊教

育学会で は毎年 2 回 の 学術大会を開催 し、分科

会別に研究発表会があ り、それぞれの 分科会 に

お い て も別途学術大会が毎年 1〜 2 回 開催 され

る ため 、 年会費 ・学会参加費の 負担や学術大会

の 頻繁な 開催な どが推測 される 。

V［．韓国にお ける幼児特殊教育の今後の課題

　 こ れ まで韓 国に お ける障害児保育を含め 、 幼

児特殊教育の 法的 ・制度的特徴 と現状 に つ い て

概観 して きた 。 以下 では、韓国の 幼児特殊教 育

の 今後の 課題 につ い て述 べ る。

　第 1 に、障害幼児に対す る質の 高 い 幼児特殊

教育を保障す るため に、義務教育実施機 関に お

ける特殊学校幼稚 園教師免許状所持者の 確保 お

よ び 、障害幼児担 当教師に対する定期的な研修

の 実施な ど、教師お よび保育士の 専門性を強化

する こ とが求 め られる 。 キム （2011）は、2010

年 3 月現 在、全 国 150ヶ 所の 障害児専門保育施

設 に配属 され て い る幼児特殊教育教員免許状所

持者は平均0．9名、806 ヶ 所 の 統合保育施設に は

平均ユ名 で あ り、全 国の 障害児専門保育 施設 で

は、233名の 幼児特殊教育担 当教員が不足 して

い る た め 、 3 〜 5歳 の 障害幼 児 （約 2，096名）

が必要 な支援 を受けて い な い 可能性が ある と推

定で きる と述べ て い る 。 今後特殊学校幼稚園教

師充員拡大に関する課題 につ い て は 、 教員採用

試験の 採用 率向上 に 依存す る だ けで は根本的な

対策に は な らない と考 えられる 。 幼児特殊教 育

教 員養成大学 の カ リキ ュ ラ ム の 見直 しを通 し

て 、 基礎免許状 と特殊学校幼稚園教師免許状 を

両 方取得 し、統合教育お よび統合保育を受 けて

い る多 くの 義務教育対象障害乳幼児に対 して
一

定水準以上の 支援 を提供す るよう、 検討する必

要が ある ので は ない だろ うか 。

　第 2 に、障害乳幼児に対す る無償教育 と義務

教育の 充実化を図る ため に、すべ て の 障害乳幼

児 に対 し て 個 別化教育プ ロ グ ラ ム が 作成 され、

それ に基 づ い て教 育お よび保 育が行 われ る よ

う、す べ て の 障害幼児の た め の 個別化教育課程

お よび保育課程の 編成 と 、 実行 マ ニ ュ ア ル の 開

発お よび普及が 求め られ る 。 韓国の 保育施設 は

保健福祉部管轄下で 標準保育課程に準ず る保育

を実施 し、幼児教育機関は教育科学技術部管轄

下 で幼稚園教育課程に準ずる教育を実施 して い

るた め 、 障害幼児が教育 を受 ける機 関や施設 に

よ っ て 、 異なる教育的支援が提供され る可能性

が ある 。 イ ・イ ・イ ・キ ム ・イ ・カ ン （2011）

が保育施設に お ける幼児特殊教育対象者の 義務

教育施行に対す る施設長の 認識 につ い て フ ォ
ー

カ ス ・グ ル ープ イン タ ビ ュ を実施 した結果、施

設長 らは義務教育施行に よる保育施設の 教育課

程編成お よ び 実行に 関連す る規定がわ か らず 、

困難 を示 し て い る こ とが わか っ た 。

　第 3 に、統合保育プ ロ グ ラ ム の 質的向上 を図

る ため に、障害幼児に 対 して 義務教育 を実施す

る機関 を対象 に 、 効果 的 な支援 シ ス テ ム を開

発 ・普及する こ とが求め られる 。 2011年 4 月現

在 、 新法制定に伴い 、 障害乳幼児に対す る統合

教育 よび保育 の 実施 （全 日制統合49．3％ 、 時間

制統合 27．4％）が拡散され て い る もの の 、統合

教育お よび保育専門家の 不足現象の ため 、 障害

乳幼児に対 して 提供する保育プ ロ グ ラ ム の 質的

保障 に困難が ある 。 キ ム ・イ ・ユ ・
ソ ン （2007）

は、統合保育お よび教育の 効率的な実行 の ため

に は 、 障害幼児 に つ い て の 理解と統合教育 （保

育）関係者同士の 協力的な関係が求め られると

示 した 。 また 、 チ ョ （2011）の 研 究に よれば、

評価認定を受け、義務教育実施可能な保育施設

と選定 され た 10ヶ所の 障害児統合保育施設 の 49

障害児担当教 師の うち 、 28名 （約57％）が特殊

教師で あっ た に も関わ らず 、 11ヶ 月間の 外部支
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援者に よ る コ ン サ ル テ
ー

シ ョ ン を受けた 後で

も、基準以下の 低 い 評価で あ っ た と報告 して い

る 。 チ ョ
・キム （2010）の研究にお い て も統合

保育 プ ロ グラ ム の 質的側面に つ い て 、 短期 間の

コ ン サ ル テ
ー

シ ョ ンだけで は 、 その 問題 を克服

し難 い と指摘 した 。 したが っ て、チ ョ （2011）

の 研究で 指摘 され た よ うに、義務教育を実施す

る統 合保育施 設お よび 幼稚 園通 常学級 を 対象

に、障害乳幼児 に対 して適切 なプロ グラ ム を提

供 して い るか に つ い て の フ ォ ロ
ー

ア ッ プ評価が

持続的に行われ 、 統合保育プ ロ グラ ム の 質的向

上 を高め る必要が ある 。

注

1 ）教育科学技術部 （Ministry　of　Education＆ Sci−

　ence 　Techno］ogy ）は 、日本 の 文部科学省に あた

　る中央行政機関 として 、 人的資源開発 の 政策樹

　立 ・総括 ・調整 、学校教育 ・生涯教育及び学術

　科学技術革新の 政 策樹 立
・総括 ・調整 ・評価、

　原子力及び科学技術協力の 他 、科学技術振興 に

　関する事務 を管轄す る 。

2）幼稚園課程特殊学校は、身体 的 ・精神的
・知

　的障害等の ゆ えに、特殊教育 を 必 要 とす る 幼児

　に対 して幼稚園 に準ずる教育 と 日常生活 で必要

　な 知識 ・機 能お よび社会適応教育を行 うた め に

　設立され た、幼稚 園課程の み の特殊学校で ある 。

3 ）障害児専門 保 育施設 は、20名以上 の 未就学障

　害幼児を保育す るた め に 、 「乳幼児保育法施行規

　則」に よ る施設お よび設備 を備えつ つ 、常時 1

　 8 名以 上 の 障 害児 （9 名以上 の 未就学障害幼児

　含む） を保育する 施設の 中 で 、市
・道知事や 市

　長 ・郡守、嘔 廳長 が 障害児専門 施設 と指定 して い

　る機関 で ある。また、障害児 3 名 当 た り保育士

　 1 名を配置 し、障害児数が 3 名を超過 す る た び

　に保育士 を 1名ず つ 増員す る 。 障害児 9 名当た

　り保育士 1 名は必ず特殊教育教師免許状 保持者

　を配置する。

4 ）障害児統合施設は、定員 の 20％以 内で 障害児

　終日制学級 を編成 ・運営するか、あ る い は障害

　児終 日制学級 を別 途編 成 しな い まま、未就学障

　害幼 児 を 3名以上 統合保育する保育施設 で あ る 。

　保育士 の 配置基準 お よ び資格基準は 障害児専門

　施設 と同様で あ る。

5 ）保健福祉 家族部（Ministry　for　Health，　Welfare　and

　Family　Affairs）は 、 日本の 厚生労働省に あた る 中

　央行政機 関として 、保健衛生 と食 品及び、国民

　保健 に関す る事務 と医療
・保険 ・

国民 年金 、 極

　貧 の 疎外階層に対する支援等、社会福祉の 増進

　に 関する事務、並 び に女性福祉 に 関する事務を

　遂行す る 。 なお、2010 年 1 月、政府組織法が 改

　正 され 、 2010年 3 月19日 か ら従来の女性部が女

　性 家族部、保健福祉 家族部 が保健福祉部へ 改編

　 され た 。

6 ）特殊教育支援 セ ン タ
ー

は、地域社 会に お い て

　す べ て の 障害幼児 ・児童 ・生徒の早期発見 、 診

　断 ・評価、情報管理 、特殊教育研修 、指導 ・学

　習活動の 支援 、特殊教 育 関連 サ
ービ ス の 支援 、

　巡 回教育等を担当する機関で あ る 。

7 ）初等学校は、日本 の 小学校にあ た る 学校 で あ

　 り、1941 年か ら 国 民学校 と称 され て い た が 、

　1996年以降初等学校に 改称された 。

8 ）韓 国 の 行 政区域 は、 1 特別市， 6 広域市， 1

　特 別 自治道 ， 8 道 か ら な っ て お り、また特別 市

　は 自治区、広域 市は 自治区 と郡 、道 は 自治市 と

　郡が置かれ て い る 。 特別市 と 6 広域市は 2008年

　4 月現在 、 総69の 自治区が設置 され、 6 広域 市

　と 8 道に は、総75 の 自治市 と86郡が設置 され て

　 い る 。

9 ＞教育長 は 教育行政機関で ある教 育庁 の 最 高責

　任者で ある。

10）教育 監 は各市 ・道の 教育、及び学芸業務 を執

　行す る市 ・道教育庁の 長 で あ る 。

11）教育庁 は特別市，広域市，道単位、及 び 1 つ

　また は 2 つ 以 上 の 市 ・郡、自治区に置か れ る 地

　方教育行政機 関であ る 。
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The Current Situation and  Challenges of  Early Childhood Special Education in Korea

Jinhee KIM  and  Shigeki SONOYAMA

  The  present study  was  aimed  to take  a  view  of  the current status ofthe  early childhood  special edu-

cation  in Korea, and  to introduce the  content.  As  for the law related  to speciar  education  in Korea, pre-

vious  
"special

 education  promotion law'' is abolished  and  the new  law "
 Act on  Special Education for

Disabled People'' was  established  in May,  2008. Especially, the period ofcompulsory  or  free education

to preschooler who  becomes the object ofspecial  education  is expanded,  fbr example,  infant from birth

to less than 3 years old  is to be a  free, and  preschooler from 3 years old to 5 years old  is to be the ob-

ject ofa  compulsory  special education.  It was  newly  prescribed to have to take into consideration  the

type and  degree ofdisability, and  provide special education  and  special  education  related service in in-

fant and  prescheoler period. April  2011, the  number  of  institutions and  child  care  centers  that are

equipped  with  certain  educational  requirements  as determined by  the Presidential decree among  the

child care  centers established  according  to the 
'Infant

 Care Act' is although  155 special  schools,  247

special  classes  of  kindergartens, 117 regular  classes  of  kindergartens , 150 specialized  child care  cen-

ters, 537 integrated child  care  centers, and  368 general child  care  centers,  assigrirnent  rate for person

with  early childhood  special edueation  teaching cenification  is low, the quality ofchild  care  and  edu-

cation  for preschooler from  3 years old to 5 years old is to be the object  ofa  compulsory  special educa-

tion has been questioned, What  is needed,  therefore, in order  to ensure  a  high quality early  childliood

special  education,  assignment  to compulsory  special  education  institutions who  has a  special  school

kindergarten teacher  license, and  irnplementing the regular  training for teachers fbr preschoolers with

disabilities, professional enhancement  ofteachers  and  nursery  specialist  be required

Key  words:  Korea, children  with  disabilities, early  childhood  special  education,  Act on  Special Educa-

          tion for Disabled People
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